
１　 教職課程



■ 1. 教員免許状について 

(1) 教員免許と教職

課程 

 

 

 

 

 

(2) 教員免許の種類 

 

 

 

 

(3) 本学で取得でき

る教員免許 

学校の先生になるには，免許が必要です。「教育職員免許法」ではこの免許を「教育職員免許

状」と呼びますが，ここでは「教員免許」と言うことにします。この免許を取得するための課程

が教職課程であり，課程登録した者だけが履修できます。 

教員免許を取得するための学修は，学部（大学院）の学修とは別のもので，それだけに多くの

努力が必要とされます。また，基礎資格として学士の学位（修士の学位）を取得することが必要

であるため，卒業（修了）のための単位修得にも励んでください。 

 

教員免許には，いくつかの種類があります。本学の教職課程で取得できるのは，中学校と高等

学校の教員になるための免許です。4年制大学を卒業して取得できる免許を「一種免許状」と呼

び，大学院修士（博士前期）課程を修了（1年以上在学して30単位以上修得した者を含む）して

取得できる免許を「専修免許状」と呼びます。 

 

次表のように，学部（大学院）によって取得できる教員免許の種類が決まっています。 

表1-1 学部の課程において取得できる教員免許（2020年度入学者から適用） 

 

表1-2 大学院の課程において取得できる教員免許（2019年度入学者から適用） 
 

学部 学科 免許状の種類・教科 
中学校（一種） 高等学校（一種） 

法学部 法律学科 社会 公民 
自治行政学科 社会 公民 

経済学部 経済学科 社会 地理歴史，公民，商業 
現代ビジネス学科 社会 地理歴史，公民，商業 

経営学部 国際経営学科 社会 公民，情報 

外国語学部 英語英文学科 英語 英語 
中国語学科 中国語 中国語 

国際日本学部 日本文化学科 国語 国語 
歴史民俗学科 社会 地理歴史 

人間科学部 人間科学科 社会， 
保健体育 

地理歴史，公民， 
保健体育 

理学部 

数理・物理学科 数学，理科 数学，理科 
情報科学科 数学 数学，情報 
化学科 理科 理科 

生物科学科 理科 理科 

工学部 

機械工学科 数学 数学，工業 
電気電子情報工学科 数学 数学，情報 
物質生命化学科 数学 数学，工業 

情報システム創成学科 数学 数学，情報 
経営工学科 数学 数学，工業 
建築学科 数学 数学，工業 

研究科 専攻 免許状の種類・教科 
中学校（専修） 高等学校（専修） 

法学研究科 法律学専攻 － 公民 
経済学研究科 経済学専攻 － 地理歴史，公民 
経営学研究科 国際経営専攻 － 公民 
外国語学研究科 欧米言語文化専攻 英語 英語 
理学研究科 理学専攻 数学，理科 数学，理科 
工学研究科 工学専攻 数学 数学，情報，工業 

歴史民俗資料学
研究科 歴史民俗資料学専攻 社会 地理歴史 



■ 2. 教員免許を取得するには 

(1) 教員免許を取得

するための条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(2) 教育実習は必須 

 

 

(3) 中学校の教員免

許取得には「介護

等体験」が必須 

中学校の教員免許と高等学校の教員免許を取得するためには，「教育職員免許法」及び「教育

職員免許法施行規則」では表2-1に示された基礎資格及び法定最低修得単位数を満たすことが必

要とされています。また，免許状の種類に関わらず，教員免許を取得するためには表2-2に示さ

れた単位数も必ず修得しなければいけません。 

 

表2-1 教員免許を取得するために必要な基礎資格及び法定最低修得単位数 

 

基礎資格 

法定最低修得単位数 

教科及び教職に関する科目 

合計 
(単位) 

教科及び教科

の指導法に関

する科目※1 

教育の基礎的

理解に関する

科目等※2 

大学が独自に 

設定する科目※3 

中

学

校

教

諭 

一種 

免許状 
学士の学位 28 27 4 59 

専修 

免許状 
修士の学位 28 27 28 83 

高
等
学
校
教
諭 

一種 

免許状 
学士の学位 24 23 12 59 

専修 

免許状 
修士の学位 24 23 36 83 

 
※1 P.28～ 12．「教科及び教科の指導法に関する科目」の履修方法 参照。 

※2 P.16 4．「教育の基礎的理解に関する科目等」の履修方法 表4-1参照。 

※3 P.18 4.(8)「大学が独自に設定する科目」について 表4-2，4-3参照。 

 

表2-2 教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目※4 

教育職員免許法施行規則に定める科目 必要単位数 

日本国憲法 2 
体育 2 
外国語コミュニケーション 2 
情報機器の操作 2 

 
※4 P.19 5．「教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目」の履修方法 表5-1参照。 

 

中学校の免許取得には3週間（若しくは4週間），高等学校の免許取得には2週間の教育実習が必

要です。詳しくは，6. ｢教育実習｣の履修方法 を参照してください。 

 

中学校の教員免許を取得するためには，上記に加えて，7日間の「介護等体験」が必要です。

詳しくは，7. 介護等体験（中学校免許取得希望者のみ）を参照してください。 

 

 

 

所要資格 

免許状 
の種類 



1年次 2年次（本登録年度）
●教職課程仮登録説明会 ●教職課程本登録説明会

・前学期履修登録 　　本登録費納入（20,000円）

　　「教育原論」「教育と社会」「教育心理学」 ・前学期履修登録

・小学校教員養成特別プログラム説明会 ・小学校教員養成特別プログラム説明会

　（教職課程仮登録説明会の一環として行う。） 　（教職課程本登録説明会の一環として行う。）

▲社会系基礎学力試験についての説明会（6～7月） ▲社会系基礎学力試験についての説明会（6～7月）

　（法・経済・経営・国際日本・人間科学部 　（法・経済・経営・国際日本・人間科学部

　　「社会」「地理歴史」「公民」の教育実習予定者） 　　「社会」「地理歴史」「公民」の教育実習予定者）

▲保健体育系基礎学力試験についての説明会（6～7月） ▲保健体育系基礎学力試験についての説明会（6～7月）

　（人間科学部「保健体育」の教育実習予定者） 　（人間科学部「保健体育」の教育実習予定者）

・神奈川大学附属中・高等学校での教育実習説明会

　（希望者のみ）

・後学期履修登録 ・後学期履修登録

　　「教育原論」「教育と社会」「教育心理学」

・小学校教員養成特別プログラム応募説明会

　（希望者のみ）

▲介護等体験説明会（中学校免許取得希望者）

▲保健体育系基礎学力試験についての説明会（12月）

　（人間科学部「保健体育」の教育実習予定者）

▲社会系基礎学力試験（1～2月） ●教育実習計画説明会

　（法・経済・経営・国際日本・人間科学部 ▲社会系基礎学力試験（1～2月）

　　「社会」「地理歴史」「公民」の教育実習予定者） 　（法・経済・経営・国際日本・人間科学部

　　「社会」「地理歴史」「公民」の教育実習予定者）

▲保健体育系基礎学力試験（1～2月）

　（人間科学部「保健体育」の教育実習予定者）

▲数学基礎学力試験(理学部「数学」の免許取得予定者) ▲数学基礎学力試験(理学部「数学」の免許取得予定者)

▲理科基礎学力試験(理学部「理科」の免許取得予定者) ▲理科基礎学力試験(理学部「理科」の免許取得予定者)

・教育実習内諾依頼許可者発表（※1）

・教育実習内諾活動準備（3月下旬）

･｢履修カルテ｣作成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　●は出席必須

　　　　　　　　　　　　　　　　　　▲は対象者のみ

 　説明会の日程や各種連絡事項などは，掲示板（横浜キャンパス17号館21室前，湘南ひらつかキャンパス6号館201号
室前）で確認してください。4月の説明会については，3月下旬に行う場合もあります。なお、無断で説明会に欠席した場
合は，4年間の在学期間中に，教員免許の取得ができなくなることがあります。やむを得ない理由で欠席する場
合は，事前に各キャンパス支援室に相談してください。

8月

9月

3～
4月

5月

6月

1月

2年次末までにP. 20　6.「教育実習」の履修方法（6）教育実習の内諾依頼をするための条件
を満たすこと。

（※1）

11月

2月

7月

3月

10月

12月

  

■ 3. 教職課程の履修に関係する各年次の主要スケジュール 

 
別途、図表データあり（2 ページ分） 
→「20■別１－０１■図３－１（主要スケジュール）.xls」差込 



3年次（教育実習前年度） 4年次（教育実習年度）
●教育実習内諾依頼説明会 ●教育実習判定合格者説明会

▲介護等体験依頼説明会（中学校免許取得希望者） 　　教育実習登録費納入（1回につき5,000円）

▲介護等体験申込説明会（中学校免許取得希望者） ・前学期履修登録

　　介護等体験費用納入（5日間7,500円、7日間10,500円） 　　「教育実習指導Ⅱ」「教育実習Ⅰ」「教育実習Ⅱ」

・前学期履修登録 ・教員採用模擬試験

・教育実習内諾活動実施（5月） ・教育実習実施（5月～11月）

・介護等体験実施（5月～2月）

・神奈川大学附属中・高等学校教育実習事前指導

　（対象者のみ）

・公立学校教員採用試験（1次）

・公立学校教員採用試験（2次）

･｢履修カルテ｣作成

・後学期履修登録 ・後学期履修登録

　　「教育実習指導Ⅰ」（教育実習前年度の後学期に履修すること） 　　「教職実践演習（中学・高校）」

・「履修カルテ」提出（「教育実習指導Ⅰ」授業内） ・｢履修カルテ｣提出(｢教職実践演習（中学・高校）｣授業内)

●免許状一括申請説明会

　　免許状申請料納入（1免許につき3,500円）

●教育実習最終手続き説明会

・教員採用模擬試験

・教育実習判定合格者発表（※2） ・教育職員免許状交付（卒業式）

・「履修カルテ」作成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　●は出席必須

　　　　　　　　　　　　　　　　　　▲は対象者のみ

7月

3～
4月

5月

6月

3年次末までにP.22　6.「教育実習」の履修方法（9）教育実習に出るための条件 を満たすこと。

8月

9月

10月

（※2）

3月

2月

11月

1月

12月



  

(1) 教職課程仮登録

（1年次） 

 

 

 

 

(2) 教職課程本登録 

登録費の納入 

（2年次） 

 

 

 

 

 

(3) 「履修カルテ」の

作成について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 介護等体験（中学

校免許取得希望

者）及びその申

込，｢介護等体験

指導｣の履修（3年

次） 

 

(5) 教育実習内諾依

頼手続き（3年次） 

教職課程の科目（「教育の基礎的理解に関する科目等」）を履修するには，1年次で仮登録が必

要です。仮登録の手続きをしないと1年次配当の「教育の基礎的理解に関する科目等」（「教育原

論」「教育と社会」「教育心理学」）を履修することができません。 

仮登録できるのは1年次のみで，1年間有効です。登録費は必要としません。4月の初めに仮登

録説明会を行います。 

 

2年次4月上旬に本登録の説明会を行い，出席者に登録用紙を配付します。教職課程の登録を完

了するには，「登録費（20,000円）」を所定の期日までに納入してください。なお，登録費の納入

は初年度のみで，次年度からは不要です。 

課程登録を完了すると，正規の教職課程履修者となり，「教育の基礎的理解に関する科目等（各

教科の指導法を含む）」の履修を継続することができます。 

課程登録後にやむを得ず教職課程の履修を辞退する場合は，必ず各キャンパス支援室へ申し出

てください。 

 

「履修カルテ」は，学生各自が，教職課程の履修状況をふりかえって，その進捗状況を把握し，

各自の課題を確認するために，教職課程本登録の年次より，毎年作成します。「履修カルテ」は，

｢単位修得状況確認表｣と「自己評価票」の2つの部分から成っています。 

「履修カルテ」の作成は以下のように進めます。 

2年開始時と終了時，3年終了時，4年の8月（教育実習終了後）に，「単位修得状況確認表」と

「自己評価票」の作成を行います。 

「単位修得状況確認表」には，前年度（4年の教育実習終了後には，4年の前学期）に修得した，

教員免許取得に必要な科目（「教科及び教科の指導法に関する科目」，「教育の基礎的理解に関す

る科目等」，「大学が独自に設定する科目」，「66条の6に定める科目」）を記入します。このことに

より，以後，自分が履修すべき科目を確認します。 

「自己評価票」には，教職を目指すにあたり，現時点での自分の知識・能力や資質についての

自己評価を記入することにより，これからの学習において自分に何が必要かを自覚します。 

 

介護等体験の実施は3年次以上で，申込は3月下旬～4月上旬に行いますが，前年度の介護等体

験説明会に出席していることが条件となります。 

詳しくは，7. 介護等体験（中学校免許取得希望者のみ） を参照してください。 

申込後にやむを得ず介護等体験を辞退する場合は，各キャンパス支援室へ必ず申し出てくださ

い。 

 

 

教育実習の申込は，実習の前年度に行います。このことを教育実習内諾依頼といいます。内諾

依頼をするためには定められた条件を満たしていることが必要です。詳しくは，6. ｢教育実習｣

の履修方法 を参照してください。 

 



  

(6) 教育実習最終手

続き及び教育実

習登録費の納入，

教育実習（4年次） 

 

 

(7) 教育職員免許状

の交付及び一括

申請申込 

前年度に内諾を得ている実習校に正式な実習依頼書を提出し，教育実習を行います。教育実習

が2週間の場合（高等学校免許のみの場合）は「教育実習Ⅰ」と「教育実習指導Ⅱ」を履修しま

す。教育実習が3週間以上の場合（中学校免許の場合）はさらに「教育実習Ⅱ」を履修する必要

があります。また，教育実習を行うには「教育実習登録費（1回につき5,000円）」の納入が必要

です。 

 

教育職員免許状は，授与権者である都道府県教育委員会から発行されますが，在学生について

は本学が本人に代わって教員免許の申請手続きを行います。これを「教育職員免許状一括申請」

と呼びます。3年次後学期に各キャンパスで配付される「教育職員免許状一括申請願」で取得希

望の免許教科を申請し，4年次10月の「免許状一括申請説明会」で申請教科の最終確認と，申請

手数料3,500円（免許1件につき）の納入を行います。また，中学校の免許状申請者は，介護等体

験の証明書を提出します。各々の説明会で手続きを済ませた学生が「一括申請」の対象者となり，

基礎資格及び免許取得に必要な単位数を修得できれば卒業時に教員免許を受領できます。なお，

一括申請をしなかった場合は「個人申請」となりますので，詳細は各キャンパス支援室に問い合

わせてください。 

詳しくは，8. 教育職員免許状の申請 を参照してください。 

 

 



中学校 高等学校 中学校 高等学校

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 教育原論 2 必修 必修 1

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過
程

教育心理学 2 必修 必修 1

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項
（学校と地域との連携及び学校安全への対応を
含む。）

教育と社会 2 必修 必修 1

教職の意義及び教員の役割・職務内容（チーム
学校運営への対応を含む。）

教職論 2 必修 必修 2

教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラ
ム・マネジメントを含む。）

教育課程論 2 必修 必修 2

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に
対する理解

特別支援教育論 1 必修 必修 3

道徳の理論及び指導法 道徳教育論 2 必修 2

特別活動の指導法 特別活動論 2 必修 必修 2

教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用
を含む。）

教育方法論 2 必修 必修 2

・生徒指導の理論及び方法
・進路指導及びキャリア教育の理論及び方法

生徒・進路指導論 2 必修 必修 2

総合的な学習の時間の指導法 総合的な学習の時間の指導論 1 必修 必修 3

教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知
識を含む。）の理論及び方法

教育相談 2 必修 必修 3

教育実習指導Ⅰ 1 必修 必修 3 後

教育実習指導Ⅱ 1 必修 必修 4 前

教育実習Ⅰ 2 必修 必修 4 前

教育実習Ⅱ 2 必修 選択 4 前

教職実践演習 2 2 教職実践演習（中学・高校） 2 必修 必修 4 後

27 23 30単位 26単位

教科に関する専門的事項

教科教育法Ⅰ

教科教育法Ⅱ

教科教育法Ⅲ

教科教育法Ⅳ

大学が独自に設定する科目

10

教育実践に関する
科目

教育実習 5

　
　
前
学
期
ま
た
は
後
学
期
の
い
ず
れ
か
に
し
か
開
講
し
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す

。

　
　
毎
年
度
配
付
さ
れ
る
各
キ
ャ
ン
パ
ス
時
間
割
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い

。

3

道徳、総合的な学
習の時間等の指導
法及び生徒指導、
教育相談等に関す
る科目

8

4

配当
年次 開講期

※1施行規則に規定
される科目区分

各科目に含めることが必要な事項

法定最低
修得単位数 本学における

開設授業科目名
単位

必選区分

12

本学で修得すべき単位数合計法定最低修得単位数合計

※P.18　4.(8)「大学が独自に設定する科目」について
表4-2，4-3 を参照すること。

教育の基礎的理解
に関する科目

10 10

教科及び教科の指
導法に関する科目

28 24
各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含
む。）

※各学科にて免許教科ごとに別に定める
ため，P.28～　12．「教科及び教科の指
導法に関する科目」の履修方法 を参照す
ること。

  

■4.「教育の基礎的理解に関する科目等」の履修方法 

「教育の基礎的理解に関する科目等」は教育職員免許法第 5条別表第 1並びに教育職員免許法施行規則第 4 条（中学校）

及び同第 5 条（高等学校）の規定に基づいて開設されています。表 4-1 では，これらの法令で規定されている事項に対応

する「本学における開設授業科目名」を示しています。それぞれの科目の位置づけを理解してください。 

表4-1 本学における「教育の基礎的理解に関する科目等」の授業科目と単位数（2019年度入学者から適用） 

 
別途、図表データあり（1 ページ分） 
→「20■別１－０２■図４－１（教育の基礎的理解に関する科目等）（2019～）.xls」差込 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
(1) 「教育の基礎的理

解に関する科目

等（各教科の指導

法を含む）」とは 

 

 

 

 

 

(2) 免許取得に必要

な「教育の基礎的

理解に関する科

目等」の単位数 

 

(3) 「教育課程論」，

「教育方法論」，

「教科教育法」の

履修について 

 

 

 

 

 

(4) ｢教育実習指導

Ⅰ｣について 

 

 

 

 

 

 

(5) ｢教育実習指導

Ⅱ｣について 

 

(6) ｢教育実習Ⅰ・Ⅱ｣

の単位認定につ

いて 

 

(7) 「教職実践演習

（中学・高校）」

について 

 

｢教育の基礎的理解に関する科目等（各教科の指導法を含む）｣は，各学部・学科の教育課程表

の科目とは別に，教職課程が独自に開講しています。これらの科目は，教員として生徒に接し授

業を行う上で必要な知識と技能を身につけ，資質を高めるための科目です。原則的には，卒業要

件の科目ではないため，学科の履修制限にも含まれません。ただし，学科によっては｢教育の基

礎的理解に関する科目等（各教科の指導法を含む）｣の一部を卒業要件単位数に含めているとこ

ろもありますので，所属学科の教育課程表（履修要覧）を参照してください。 

なお，前学期・後学期ともに開講されている同一授業科目は，いずれかの開講期で履修してく

ださい。前学期に登録を行った場合，同一年度の後学期で再履修することはできません。 

 

表 4-1のとおり，中学校の免許を取得する場合，本学では「教育の基礎的理解に関する科目等」

を 30 単位修得しなければいけません。ただし，本学では，介護等体験を行う場合には原則とし

て「介護等体験指導（1単位）」を履修しますので，実質上は 31 単位です。高等学校の場合は 26

単位です。 

 

「教育課程論」「教育方法論」「教科教育法」を履修するためには 1年次配当の「教育原論」「教

育と社会」「教育心理学」の 3科目 6単位を修得しておかなければなりません。「教科教育法」に

ついては，理学部の学生が「教科教育法Ⅰ（数学）」を履修するためには「数学基礎学力試験」，

また，「教科教育法Ⅰ（理科）」を履修するためには「理科基礎学力試験」（ともに学内で 1 月末

～2月に実施）にそれぞれ合格しておかなければなりません。「教科教育法」では模擬授業を行う

ため，高校レベルまでの基本事項の理解度を問う試験です。 

なお，「教科教育法」は必ず「教科教育法Ⅰ」から履修し，「教科教育法Ⅰ」の単位を修得して

いることが「教科教育法Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」を履修するための条件です。 

 

「教育実習指導Ⅰ」は，4 年次に教育実習を行うための準備として 3 年次の後学期に履修する

必修科目です。「教育実習指導Ⅰ」の履修者はその年度中に教育実習に出るための条件（6.「教

育実習の履修方法 (9) 教育実習に出るための条件」参照）を満たすことが前提ですので，各自

履修登録には細心の注意を払ってください。 

なお，3年次前学期終了の段階で教育実習に出るための条件を満たせないことが判明した場合，

3 年次後学期の「教育実習指導Ⅰ」の履修はできませんので，速やかに各キャンパス支援室に申

し出てください。「教育実習指導Ⅰ」は翌年以降の履修になります。 

 

「教育実習指導Ⅱ」は教育実習の事前・事後指導のための科目で，教育実習を行う 4年次前学

期に履修します。 

 

授業科目「教育実習Ⅰ」と「教育実習Ⅱ」は，教育実習を行う 4年次 4月に時間外科目として

履修登録します。2 週間実習の場合「教育実習Ⅰ」の 2 単位を，3 週間（若しくは 4 週間）実習

の場合は「教育実習Ⅰ」と「教育実習Ⅱ」の計 4単位を認定します。 

 

4 年次後学期の必修科目であり，これまで履修してきた「教科及び教科の指導法に関する科目」

と「教育の基礎的理解に関する科目等」の集大成として位置づけ，教員として必要な知識技能を

修得したことを確認することを目的とします。 

なお，「教職実践演習（中学・高校）」を履修するには，「教育実習Ⅰ」を当該年度中に単位修



  
 

 

(8) 「大学が独自に設

定する科目」につ

いて 

得見込みでなければ履修できません。 

 

一種免許状を取得するためには，法令上「大学が独自に設定する科目」を中学校免許の場合は

4単位以上，高等学校免許の場合は 12 単位以上の修得が必要とされています。その修得方法とし

て，「教科及び教科の指導法に関する科目」及び「教育の基礎的理解に関する科目等」の法定最

低修得単位数を超えて修得した単位を「大学が独自に設定する科目」の単位として充てることが

できます。 

また,大学が加えるこれらに準ずる科目として開設する「大学が独自に設定する科目」を修得

することで満たすことも可能です。（表 4-2，4-3参照） 

 

例えば，高等学校免許取得の場合，同教科の「教科教育法Ⅲ」及び「教科教育法Ⅳ」並びに「教

育実習Ⅱ」は選択科目ですが，免許申請では「大学が独自に設定する科目」の単位として充てる

ことができます。 

 

表 4-2 本学における中学校免許取得のための「大学が独自に設定する科目」の授業科目と 

単位数（2019 年度入学者から適用） 

法
定
最
低
修
得
単
位
数
合
計 

４
単
位 

施行規則に規定される

科目区分 

本学における 

開設授業科目名 
単位 

配当 

年次 

必選 

区分 

教科及び教科の指導法

に関する科目 ※「法定最低修得単位数合計」を超えて修得した「本学で修得す

べき単位数合計」の単位 教育の基礎的理解に関

する科目等 

大学が独自に設定する

科目 

学校ボランティア演習Ⅰ 1 2 

選択 
学校ボランティア演習Ⅱ 1 2 
教育学演習Ⅰ 1 3 
教育学演習Ⅱ 1 3 
介護等体験指導 1 3 必修 

本学で修得すべき単位数合計 4 

 

表 4-3 本学における高等学校免許取得のための「大学が独自に設定する科目」の授業科目と 

単位数（2020 年度入学者から適用） 

法
定
最
低
修
得
単
位
数
合
計 

１２

単
位 

施行規則に規定される

科目区分 

本学における 

開設授業科目名 
単位 

配当 

年次 

必選 

区分 

教科及び教科の指導法

に関する科目 ※「法定最低修得単位数合計」を超えて修得した「本学で修得す

べき単位数合計」の単位 教育の基礎的理解に関

する科目等 

大学が独自に設定する

科目 

道徳教育論 2 2 

選択 

学校ボランティア演習Ⅰ 1 2 
学校ボランティア演習Ⅱ 1 2 
教育学演習Ⅰ 1 3 
教育学演習Ⅱ 1 3 
書道Ⅰ 2 2 
書道Ⅱ 2 2 

本学で修得すべき単位数合計 12 

※「介護等体験指導」は，高等学校免許申請には使用できません。 
※「書道Ⅰ」「書道Ⅱ」は，国語免許取得者以外は使用できません。 



  

■ 5.「教育職員免許法施行規則第 66 条の 6に定める科目」の履修方法 

「教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目」（以下「66条の6に定める科目」と略称します）について説明します。 

「66条の6に定める科目」は免許状の種類に限らず教員免許を取得するためには必ず修得していなければならず，4科目8

単位が指定されています。科目名称と修得必要単位数は，次のようになっています。 

・｢日本国憲法｣（2単位） ・｢体育｣（2単位） 

・｢外国語コミュニケーション｣（2単位） ・｢情報機器の操作｣（2単位） 

ただし，これらの科目名称は，本学の授業科目名とは必ずしも一致しません。また，必要修得単位数も異なる場合があ

ります。これらに相当する本学の授業科目は，学部・学科によって異なりますので表5-1で所属学科の該当科目を確認して

ください。なお，教育実習の内諾依頼を行うためには「66条の6に定める科目」から4単位以上を修得していなければなり

ません。さらに教育実習を行うためには「66条の6に定める科目」をすべて修得していることが条件となります。 

 

表5-1 本学における「66条の6に定める科目」の授業科目と単位数（2020年度入学者から適用） 

66 条の 6

に定める 

科目 

学部（学科） 本学における開設授業科目名等 

日
本
国
憲
法 

（
2
単
位
） 

全学部 「日本国憲法」(2 単位) 

体
育 

（
2
単
位
）

全学部 「健康科学とスポーツⅠ」(1 単位) 及び「健康科学とスポーツⅡ」(1 単位) 

外
国
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン 

（
2
単
位
） 

法学部，経済学部，国際日本学部， 

人間科学部，工学部 

「英語会話（初級Ⅰ）」，「英語会話（初級Ⅱ）」，「初級スペイン語Ⅱa」， 
「初級スペイン語Ⅱb」，「初級中国語Ⅱa」，「初級中国語Ⅱb」， 
「初級ドイツ語Ⅱa」，「初級ドイツ語Ⅱb」，「初級フランス語Ⅱa」， 
「初級フランス語Ⅱb」，「初級ロシア語Ⅱa」，「初級ロシア語Ⅱb」， 
「初級韓国語Ⅱa」，「初級韓国語Ⅱb」 

※ 各 1 単位。同一外国語を 2 科目。 
※ 「英語会話」以外の外国語科目を履修する場合には，Ⅱa・Ⅱb と併せてⅠa・

Ⅰb も履修すること。 

外国語学部（英語英文学科） 
「First-Year English (Speaking&Listening) Ⅰ」(2 単位) 又は 

「First-Year English (Speaking&Listening) Ⅱ」(2 単位) 

外国語学部（中国語学科） 「中国語演習Ⅰｄ(会話)Ａ」(1 単位) 及び「中国語演習Ⅰｄ(会話)Ｂ」(1 単位） 

経営学部，理学部 

「英語Ⅰ（初級）」，「英語Ⅰ（中級）」，「英語Ⅰ（上級）」 
※ 各 2 単位。いずれか 1 科目。 

「初級スペイン語Ⅰa」，「初級スペイン語Ⅰb」，「初級中国語Ⅰa」， 
「初級中国語Ⅰb」，「初級ドイツ語Ⅰa」，「初級ドイツ語Ⅰb」， 
「初級フランス語Ⅰa」，「初級フランス語Ⅰb」，「初級ロシア語Ⅰa」， 
「初級ロシア語Ⅰb」，「初級韓国語Ⅰa」，「初級韓国語Ⅰb」 

※ 各 1 単位。同一外国語を 2 科目。 

情
報
機
器
の
操
作 

（
2
単
位
） 

法学部，外国語学部，国際日本学部，人間科学部 「情報処理Ⅰ」(2 単位) ※ 各学科の専攻科目。 

経済学部 「経済情報処理Ⅰ」(2 単位) 

工学部（機械工学科） 「コンピュータ解析」(2 単位) 及び「情報処理演習Ⅰ」(1 単位) 

工学部（電気電子情報工学科） 「情報技術Ⅰ」(2 単位) 

工学部（物質生命化学科） 「化学情報処理」(2 単位) 

工学部（情報システム創成学科） 「情報処理演習Ⅰ」(1 単位) 及び「プログラミング演習Ⅰ」(1 単位) 

工学部（経営工学科） 「情報処理演習Ⅰ」(1 単位) 及び「プログラミング演習」(1 単位) 

工学部（建築学科） 「情報処理演習Ⅰ」(1 単位) 及び「建築 CAD 演習Ⅰ」(2 単位) 

経営学部 「コンピュータ演習」(2 単位) 

理学部（情報科学科） 「情報科学リテラシー」(4 単位) 

理学部（数理・物理学科，化学科，生物科学科） 「PC リテラシー」(2 単位) 

 



  

  

■ 6.「教育実習」の履修方法 

(1) 教育実習の趣旨 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 教育実習の期間 

 

 

 

 

(3) 実習の時期 

 

 

(4) 教育実習校 

 

 

 

 

(5) 教育実習計画説

明会 

 

 

 

(6) 教育実習の内諾

依頼をするため

の条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育実習は，教育職員免許法施行規則第 4条（中学校）及び同施行規則第 5条（高等学校）に

規定されている必修科目です。 

教育実習は，現場における教育を実際に観察し経験することで，教育の意義についての体験的

認識と理解を深め，教員としてのあり方を学ぶことを目標としています。 

教育実習は，実習とはいえ一定期間教員としての職責を果たすことになるので，実習者の主体

的・意欲的な学習活動が不可欠です。実習を通じて教員として必要なあらゆる分野の経験・体験

を積むことが期待されます。 

 

中学校の免許を取得するためには，通算して 3週間（若しくは 4週間）の教育実習を行う必要

があります。高等学校の免許を取得するためには，2 週間の教育実習を行います。中学校と高等

学校の両方の免許を取得するためには，中学校又は高等学校のどちらかで 3週間（若しくは 4 週

間）の教育実習を行います。 

 

教育実習は 4 年次の 5月～6 月が中心となりますが，実習校によっては夏から秋（9月～11 月）

に実施する学校もあります。 

 

教育実習は，出身の中学校又は高等学校で実施する「母校実習」の他，「母校外実習」もあり

ます。「母校外実習」には ① 神奈川大学附属中・高等学校での実習，② ボランティア活動先の

学校での実習，③ 教育委員会が指定する学校での実習の三つがあります。なお，「商業」「工業」

「中国語」など，出身校に実習教科がない学生は各キャンパス支援室に相談してください。 

 

2 年次の 1 月～2 月頃に教育実習計画説明会を行い，下記(6) 教育実習の内諾依頼をするため

の条件 の最終確認と，3月～4月のスケジュールについて大事なポイントを説明します。 

この説明会の出席者を対象に，3 月下旬に教育実習内諾許可者発表を行います。なお，合否の

発表は各キャンパス支援室の掲示等で行います。 

 
以下①～④の条件をすべて満たしていることが条件です。 

① 「教育の基礎的理解に関する科目等（各教科の指導法を含む）」から 12 単位以上を修得し

ていること。（｢教育原論｣｢教育と社会｣｢教育心理学｣を含む） 

② 「66 条の 6に定める科目」から 4 単位以上を修得していること。 

③ 実習教科によって定められている検定試験（表 6-1参照）のいずれかに合格し，証明書の

コピーを提出していること。 

④ 以下の対象者は，学内で実施する各種基礎学力試験（表 6-2参照）に合格し，合格証のコ

ピーを提出していること。 

対象：法学部・経済学部・経営学部・国際日本学部・人間科学部 

「社会」「地理歴史」「公民」の教育実習予定者 

人間科学部「保健体育」の教育実習予定者 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 6-1 内諾依頼のための検定試験 

実習教科 検定試験の種別 

社会・地理歴史・公民 日本漢字能力検定準 2 級 又は 世界遺産検定 4 級 

商業 日商簿記検定試験 2 級 

英語 
実用英語技能検定 2 級， 

TOEIC®500 点 又は TOEFL®450 点 

中国語 
実用英語技能検定 2 級，TOEIC®500 点，TOEFL®450 点  

又は日本漢字能力検定準 2 級 

国語 日本漢字能力検定 2 級 及び 日本語検定 2 級 

保健体育 日本漢字能力検定準 2 級 

数学 
理学部：実用数学技能検定準 1 級（注 1） 

工学部：実用数学技能検定 2 級 

工業 

実用数学技能検定 2 級 

又は 技術英語能力検定 2 級（2019 年度までに取得の場合は，工

業英語能力検定試験 3 級） 

理科 
技術英語能力検定 2 級（2019 年度までに取得の場合は，工業英

語能力検定試験 3 級） 

情報 日商 PC 検定試験（文書作成）3 級 

※ 合格証のコピーは 2年次 1月～2月頃実施の教育実習計画説明会時，又は 3月中旬の指定日

時を最終期限とします。詳細は掲示を確認してください。 

※ 指定している級，点数以上の検定試験の合格が必要です。 

（注 1） 準 1 級 1 次に合格した者は、準 1 級 2 次合格に代えて，実用数学技能検定 2 級合格とす

ることができる。ただし，高等学校一種免許状取得を目指す者は卒業時までに準 1 級に

合格することが望ましい。 

 

表 6-2 内諾依頼のための基礎学力試験 

対象学部 実習教科 基礎学力試験の種別 試験概要 

法学部 

経済学部 

経営学部 

国際日本学部 

人間科学部 

社会 

地理歴史 

公民 

社会系基礎学力試験 

社会系教科の基礎学力を確かなも

のにすることを目的とし，中学校学

習指導要領に示されている内容を基

本とし，公立高等学校入試程度の内

容から地理，歴史，公民の各分野，

及び時事問題から出題する。 

※ 6～7 月頃「社会系基礎学力試験」

説明会を実施予定。 

人間科学部 保健体育 保健体育系基礎学力試験 

保健体育科専門教養を確実に習得

することを目的とし，『学習指導要領

解説（保健体育編）』からの抜粋をは

じめ，スポーツのルールや指導法等，

基礎・基本的な知識を問う。 

※ 6～7月と 12 月頃「保健体育系基礎

学力試験」説明会を実施予定。 

※ いずれの試験も，後学期定期試験後の 1月～2月頃に実施します。 



  

  

(7) 教育実習内諾依

頼説明会 

 
 
 

(8) 教育実習最終手

続き説明会 

 

 

 

(9) 教育実習に出る

ための条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) 教育実習登録費

の納入 

 

 

 

 

(11) 教育実習に関す

る指導及び「教

職実践演習（中

学・高校）」はク

ラス担任制 

教育実習内諾依頼許可者発表の合格者に対して，3 年次の 4 月に教育実習内諾依頼に関する説

明会を行います。教育実習に出るためには，実習を行う前年度に内諾活動を行い，実習校より内

諾を得ることが必要です。 

 

3 年次の 12 月～1月に教育実習最終手続き説明会で，次年度の教育実習に関する説明を行いま

す。（対象：「教育実習指導Ⅰ」を履修している者） 

3 月下旬に下記(9) 教育実習に出るための条件 を確認し，教育実習判定合格者発表を行いま

す。各キャンパス支援室の掲示等で合否を確認してください。 

 

以下①～⑦の条件をすべて満たしていることが条件です。 

① 教育実習校から受入れの内諾を書面にて得ていること。 

② 1・2 年次配当の「教育の基礎的理解に関する科目等」の必修科目すべて及び 3年次配当の

「教育実習指導Ⅰ」を修得していること。中学校実習の場合は「道徳教育論」も含む。 

③ 3 年次配当の「教育の基礎的理解に関する科目等」の必修科目「特別支援教育論」「総合的

な学習の時間の指導論」「教育相談」のうち，2 科目以上を修得していること。 

④ 「各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）」の「教科教育法」(注 1)は免許教科

に即して 4 単位を修得していること。なお、中学校実習の場合は 8 単位を修得しているこ

とが望ましい。 

⑤ 1・2 年次配当の「教科に関する専門的事項」(注 2)の必修科目をすべて修得し，かつ「教科

に関する専門的事項」(注 2)の修得単位数が 24 単位以上であること。 

⑥ 「66 条の 6に定める科目」すべてを修得していること。 

⑦ 理学部は卒業研究着手の条件を満たしていること。 

(注 1)(注 2)複数教科の免許取得を希望している場合の「教科教育法」及び「教科に関する専門的

事項」は，原則として“教育実習を行う教科”を指すものとする。 

 

教育実習を行う年度に教育実習登録費（1回につき 5,000 円）を大学に納入してください。 

なお，教育実習登録費は大学でかかる必要経費であり，実習校での必要経費等は含みません。

実習校での必要経費等は必要に応じて，各自が実習校に支払ってください。 

また，実習を行う学生は「賠償責任保険」の加入が必要ですが，これは本学が一括して手続き

をしますので，個人負担はありません。 

 

教育実習に関する指導は，クラス担任制で行いますので，時間割で指定された授業を履修して

ください。授業科目としては 3年次後学期の「教育実習指導Ⅰ」，4年次前学期「教育実習指導Ⅱ」

がそれにあたります。また，4年次後学期の「教職実践演習（中学・高校）」は，教員として必要

な知識技能を修得したことを確認するための総仕上げの科目として，クラス担任のもと演習形式

で行います。 

 

 



  

  

■ 7. 介護等体験（中学校免許取得希望者のみ） 

(1) 介護等体験の趣旨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 体験の内容 

 

 

 

 

(3) 体験の依頼 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 体験を行う条件 

 

 

 

 

 

「介護等体験」はいわゆる介護等体験特例法（小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係

る教育職員免許法の特例等に関する法律）により，義務教育の学校教員になるための必須要件と

して義務付けられています。そのため，中学校の免許を取得するには，「介護等体験」が必要で

す。ただし，同法第 2条第 3項により，介護等に関する専門的知識及び技術を有すると認められ

る場合（例．作業療法士や介護福祉士の資格を有する者）や，身体上の障害により介護等の体験

を行うことが困難な者は，介護等体験が免除になる場合があるので，各キャンパス支援室で相談

してください。 

介護等体験特例法には次のように書かれています。 

 

参考：小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律 

第１条  義務教育に従事する教員が個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性 

にかんがみ，教員としての資質の向上を図り，義務教育の一層の充実を期する観点から，小学 

校又は中学校の教諭の普通免許状の授与を受けようとする者に，障害者，高齢者等に対する介 

護，介助，これらの者との交流等の体験を行わせる（以下略）。 

 

高齢者や障害児・障害者に対する介護等の体験を自らの原体験とし，その経験を教育に活かし

ていくことが求められています。 

 

18 歳に達した後に，盲・聾・その他の特別支援学校や社会福祉施設で 7日間の体験を行うこと

が必要です。7 日間の内訳については，文部科学省通達で「盲・聾・その他の特別支援学校 2 日

間，社会福祉施設 5日間とすることが望ましい」とされていますが，固定的なものではありませ

ん。 

 

基本的に，大学が学生からの申し込みをまとめて依頼する「大学一括依頼」を行っています。

「大学一括依頼」では，盲・聾・その他の特別支援学校については神奈川県教育委員会を通じて

依頼し，社会福祉施設については本学が独自に連携している地域ケアプラザに依頼します。対象

は原則として 3年次以上です。 

そのほか，学生が自分で施設等に依頼する「個人依頼」がありますが，その場合は必ず事前に

各キャンパス支援室で相談してください。 

なお，介護等体験に関する諸連絡はすべて掲示板で行いますので，必ず確認してください。 

 

介護等体験を行うためには，本学から教育実習を依頼する原則として 3年次以上で，前年度の

介護等体験説明会に出席していることと，「教育実習の内諾依頼をするための条件」を満たして

いることが必要です。（6.「教育実習」の履修方法(6)教育実習の内諾依頼をするための条件 を

参照） 

 

 



  

  

(5) 介護等体験説明会 

 

 

 

(6) 介護等体験依頼

説明会、申込説明

会 

 

(7) 「介護等体験指

導」（3年次配当 1

単位）の履修 

 

 

 

 

 

(8) 体験費用等 

 

 

 

 

 

 

(9) 体験の証明 

次年度介護等体験希望者を対象に，11 月に介護等体験説明会を行い，介護等体験の希望状況を

調査します。説明会の出席が次年度介護等体験を行う条件となっていますので，必ず参加してく

ださい。「個人依頼」を希望する学生も必ず出席してください。 

 

3 月下旬～4 月初旬に介護等体験依頼説明会と申込説明会を行いますので，必ず出席し所定の

日時に申込手続きを完了してください（「個人依頼」を希望する学生も含む）。なお，申込後のキ

ャンセルや日程変更等は原則としてできません。 

 

介護等体験をする前の事前準備や事後の振り返りなどの指導を行うため「介護等体験指導」と

いう授業科目を開講しています。（4.「教育の基礎的理解に関する科目等」の履修方法（8）「大

学が独自に設定する科目」について 表 4-2 を参照）のとおり，本学で介護等体験を行う人は必

ず履修してください。 

社会福祉施設における介護等体験を 5 月～9 月に行う場合は前学期に，10 月～2 月に行う場合

は後学期に履修してください。なお本科目を履修していない学生は，介護等体験を行うことはで

きません。個人依頼で行う場合も同様です。 

 

盲・聾・その他の特別支援学校等の学校で行う介護等体験に関しては，費用はかかりません。 

社会福祉施設での介護等体験は，本学が大学独自に依頼している地域ケアプラザでは1日1,500

円（×5日間又は×7日間）の費用がかかります。 

なお以上のほか，施設や学校までの交通費・食事代は個人負担です。体験をするためには「賠

償責任保険」の加入が必要ですが，これは本学が一括して加入手続きをしますので，個人負担は

ありません。 

 

各自が本学所定の証明書を体験する施設に持参し，記入を依頼します。 

体験した学校・施設等が必要事項（体験の内容や期日など）を記載して押印してくれます。こ

の証明書は再発行されません。免許状申請時（4年次 10 月の一括申請説明会後）に本学から教育

委員会にまとめて提出しますので，各自で大切に保管してください。 

 

 



■ 8. 教育職員免許状の申請 

(1) 一括申請と個人

申請 

 

 

 

 

 

 

(2) 教育職員免許状

一括申請の仕方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 個人申請の時期 

本学在学中の者で本学所定の教育職員免許状取得のための所要単位を修得した場合に限り，授

与権者である神奈川県教育委員会に対して，本学が取りまとめて申請（一括申請）を行います。

一括申請をした者は，卒業式当日に教育職員免許状が授与されます。 

一括申請の手続きをとらない場合，及び本学の教育職員免許状取得のための所定の単位に満た

ないが「教育職員免許法」に規定された所定の単位を満たしていて免許取得可能な場合は，居住

地の管轄の各都道府県教育委員会に対して各自で申請（個人申請）をすることで免許状が授与さ

れます。 

 

一括申請を希望する場合，3 年次後学期に各キャンパスで配付される「教育職員免許状一括申

願」を記入し提出します。申請願には，本籍地も記入するため事前に確認しておいてください。

また，中学校の免許を取得する予定の者は，「介護等体験証明書」（原本）の提出も必要です。 

なお，免許状に記載される氏名は常用漢字ですが，やむを得ない理由で戸籍上の表記（字体）

を希望する場合は，各キャンパス支援室に相談してください。 

4 年次の後学期に行われる免許状一括申請説明会では，本学の申請により神奈川県教育委員会

から作成されてきた「教育職員普通免許状授与申請書」について，署名・記載内容の確認を行い

ます。また，高等学校以降の学歴について学校名称，修学期間・年数等を記入します。なお，免

許 1件（1種類，1教科）につき，申請手数料（3,300 円）及び学力に関する証明書作成費用（200

円）として，合計 3,500 円が必要となります。納入方法については，説明会で指示します。 

 

各都道府県教育委員会は，2 月中旬から 4 月上旬にかけて，教育職員免許状授与業務のため，

個人申請の受付けを停止します。そのため個人申請をする場合は，4月中旬以降となります。 

ただし，教員採用（臨時的任用職員，非常勤講師を含む）が決まっている場合は，年度内に申

請をしなければ 4月からの勤務に支障を来すため，速やかに当該教育委員会に確認を行ってくだ

さい。 

 

■ 9. 教員採用試験について 

(1) 教員採用試験 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

教員採用の方法は，公立学校と私立学校で異なります。 

公立学校の場合，都道府県・政令指定都市（以下「地方自治体」と記す。）ごとに「選考」が

行われます。この「選考」を一般に採用試験と呼び，申込受付期間や試験の実施日・内容は地方

自治体によって異なりますので，受験する地方自治体の案内等を事前に自分で確認しておく必要

があります。 

この採用試験は，一次試験と二次試験（一部地方自治体では，三次試験が実施される場合もあ

ります。）に分けて実施されます。一次試験は 7 月中に実施され，専門教養・教職教養・一般教

養の筆記試験に，集団面接や実技試験を課す地方自治体がほとんどです。二次試験は 8月から始

まり論作文や個人面接，場面指導，模擬授業などが課されていますので十分に準備をして臨むこ

とが必要です。 

私立学校の教員の採用は，「選考」による公立学校教員の採用と異なり， 



 

 

 

 

 

 

(2) 教員採用試験対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 大学への求人票や新聞広告などによる公募 

② 学校関係者による推薦や紹介 

③ 都道府県私学協会の名簿搭載や履歴書委託 

④ 都県私学協会による私学教員適性検査 

等，各学校法人と私学協会がそれぞれの方法で行っています。 

 

本学では，上記の教員採用試験に臨む準備を採用試験対策として，3 年次の始めから計画的に

行っています。 

各講習の実施前に希望者を募り，専門教養及び教職教養の対策講座を実施し，筆記試験の対策

を行います。二次試験の対策としては，論作文や個人・集団面接，模擬授業や場面指導などの対

策を行います。また，教職課程履修者を対象に，全国統一の「模擬試験」を実施して専門教養や

教職教養に加えて論作文の自己診断を行っています。 

以上のような機会を利用して採用試験の動向をつかむことができますが，試験に合格するに

は，自分で学習計画を立てて実行することが重要です。そのヒントを以下に記します。 

専門教養の試験は，受験者の免許教科の力量を問うものです。「教科に関する専門的事項」の

普段の授業をきちんと受けることは当然ですが，中学校・高等学校の学習内容を復習しておくこ

とが肝要です。教職教養の試験は「教育の基礎的理解に関する科目等」の授業内容に関係します。

一般教養の試験は，高等学校までの全教科が出題範囲となります。中学校・高等学校の教科書を

理解しておくことが必要です。 

また，採用試験の出題傾向は地方自治体によって異なりますので，受験しようとする地方自治

体の過去問題集などで傾向を掴むと良いでしょう。教員採用試験の問題集や過去問題集は地方自

治体別のものがあり，専門教養・教職教養・一般教養のそれぞれでどのような問題が出題された

かを知ることができます。各キャンパス支援室で閲覧できますので活用してください。 

私立学校の専門教養の試験は，一般に大学入試レベルと考えて対応しましょう。 

 

■ 10. 科目等履修生について 

(1) 教職課程の科目

等履修生 

 

(2) 出願方法等 

 

 

 

 

(3) 履修上の注意点 

 

在学中に教員免許取得に必要な単位を修得できないで卒業した場合は，不足する単位を科目等

履修生として修得することができます。 

 

各キャンパスの担当窓口で 12 月より配付される「科目等履修生募集要項」で確認してくださ

い。 

・横浜キャンパス：資格教育課程課 

・湘南ひらつかキャンパス：平塚教務課，資格教育課程支援室 

 

① 教職課程の登録をしていない人は課程登録が必要です。本要覧の 3. 教職課程の履修に関

係する各年次の主要スケジュール の表をよく読んでください。 

② 本学の卒業生で「教育実習指導Ⅰ」を履修する場合は， 6.「教育実習」の履修方法(6) 教

育実習の内諾依頼をするための条件 を満たしていること，また「教育実習指導Ⅱ」「教育

実習Ⅰ」「教育実習Ⅱ」「教職実践演習（中学・高校）」を履修する場合は， 6.「教育実習」



の履修方法(9) 教育実習に出るための条件 を満たしていることが必要です。 

③ 本学の卒業生で「介護等体験指導」を履修する場合は， 7. 介護等体験（中学校免許取得

希望者のみ）の (4)体験を行う条件 を満たしていることが必要です。 

 

■ 11. 小学校教員養成特別プログラムについて 

(1) 小学校教員養成

特別プログラム

とは  

 

 

 

(2) 通信教育課程に

よる学修 

 
 

 

 

(3) 応募資格 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 説明会及び募集

に関するスケジ

ュール 

小学校教員養成特別プログラムは，本学在学中に玉川大学の科目等履修生として小学校教諭二

種免許取得に係わる科目を 2年間学修し，本学卒業と同時に小学校教諭二種免許を取得するとい

うものです。本学の教職課程で中学校の免許取得を目指す学生で，小学校教諭を強く志望してい

る学生を対象とします。これは，本学と玉川大学とが協定を結んで成り立っている制度であり，

本学が推薦した学生のみこのプログラムを受講することができます。 

 

このプログラムの参加者は，卒業するための自学科の学修と教職課程の学修を並行し，通信教

育課程により小学校教諭を目指すことになります。通信教育課程では，自ら学修計画を立て，そ

れに従って着実に進めていくという地道な努力が欠かせません。そのため，本学ではこのプログ

ラムの受講希望の 2年次生に対し，第 1 次選考（書類選考）と第 2 次選考（面接）による厳しい

審査を行っています。 

 

応募資格は，2 年次終了までに以下の条件をすべて満たしていることです。なお，下記応募資

格を満たすためには，2 年次の本登録（1 年次の仮登録から教職課程履修を開始することが望ま

しい。）が必要です。 

[ 1 ] 本学の 2 年次に在学中の者。ただし，学校教育法第 90 条第 2 項及び学校教育法施行規

則第 153 条（大学への飛び入学者）又は学校教育法施行規則第 150 条第 7号（大学にお

いて個別の入学資格審査により認めた入学者）は出願資格がない。 

[ 2 ] 神奈川大学で教職課程を履修し，卒業と同時に中学校教諭一種免許状を取得できる見

込みがある者で，以下の条件を 2年次終了までに満たす者。 

① 「教育実習の内諾依頼をするための条件」を満たすこと。（6.「教育実習」の履修方

法（6）教育実習の内諾依頼をするための条件 参照） 

② 卒業要件単位数：自学科の卒業要件単位数のうち 62 単位以上を修得していること。 

 

10 月には募集に関する説明会を 2年次生対象に行うので，応募希望者は詳細を各キャンパス支

援室の掲示板で確認して，必ず出席してください。 

 

 

 



■ 12．「教科及び教科の指導法に関する科目」の履修方法 【学部学科別履修科目】 

■「教科及び教科の指導法に関する科目」とは 

「教科及び教科の指導法に関する科目」は，取得しようとする免許教科の専門的力量を身につけるための科目「教

科に関する専門的事項」と，各教科の学習指導要領における教科の目標や内容編成について理解し，具体的な授業場

面を想定した授業設計や実際に模擬授業を行うための科目「各教科の指導法」に関する科目に分けることができます。

以下の該当ページを参照してください。 

 

■ 法学部･･･････････････････････････････P. 29～ 

■ 経済学部･････････････････････････････P. 34～ 

■ 経営学部･････････････････････････････P. 45～ 

■ 外国語学部･･･････････････････････････P. 49～ 

■ 国際日本学部･････････････････････････P. 56～ 

■ 人間科学部･･･････････････････････････P. 61～ 

■ 理学部･･･････････････････････････････P. 68～ 

■ 工学部･･･････････････････････････････P. 80～ 

 

■ 免許取得に必要な「教科及び教科の指導法に関する科目」の単位数 

中学校・高等学校の免許とも，「教科及び教科の指導法に関する科目」，「教育の基礎的理解に関する科目等」及び

「大学が独自に設定する科目」を合計した法定最低修得単位数が 59 単位と「教育職員免許法」に定められています。 

そのうち，「教科及び教科の指導法に関する科目」は中学校免許取得のために 28 単位以上，高等学校免許取得の

ために 24 単位以上修得することが必要です。また，「各教科の指導法」に関する科目として中学校免許取得のため

には 8単位，高等学校免許取得のためには 4単位を含めて修得しなければいけません。 


